
年度 所属名 見積日 工事（委託）名 工事（委託）概要 見積業者数 契約締結日 契約業者名 契約業者の所在 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約によることとした理由
審査会の

有無
備考

26
下水道建

設課
H26.4.23

下水道管渠維持管理業務委
託（ＭＰ清掃）

マンホールポンプ清掃工
２箇所　N= 12回

1 H26.4.28
松阪環境事業
協働組合

松阪市垣鼻町
898番地6

2,093,040 1,797,120

供用開始以後の各家庭や飲食店から流れ込んだ油
塊や異物を取り除き、下水道管渠の詰まりを未然に
防ぐための清掃業務であり、下水道の整備等に伴う
一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
に基づき、平成２２年8月23日に合理化事業計画及
び事業転換計画確認の調印が行われたことから、地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意
契約とした。

無

26
下水道建

設課
H26.4.30

松阪市公共下水道事業 大口
排水区大口ポンプ場増設工

事施工管理業務委託

大口ポンプ場増設工事施工
管理業務委託 N= 1式

1 H26.5.1
公益財団法人

三重県建設技術
センター

津市島崎町56
番地

4,761,720 4,320,000

業務内容が工事監督補助業務であり「公共工事の
品質確保に関する法律」第15条第1項において、発
注事務を適切に実施することが困難であるときは、
発注事務を行うことが出来る者の能力を活用しする
よう努めなければならないとされ、発注関係事務を公
正に行うことができる条件を備えた者を選定するよう
求められている。
　下水道建設課には、施工管理について適切に実施
できる能力を有する専門の技師に限りがあり、当工
事に対して十分な技術対応が困難である。
　公の発注に関する監督支援事務は、公正・中立性
の確保とともに、その内容の守秘を担保する必要が
ある。また、設計図書及び三重県積算基準などに基
づき、設計積算から工事施工、検査に至る一環した
専門知識や経験を有することが求められ、しかも当
局の発注時期に業務に携れる技術者を確保できる
体制が整えられることが必要となる。
　工事施工状況の確認を施工の節目において実施
し、施工について改善を要すると認めた事項や現地
における課題事項を適切に処理できる専門的知識を
有する技術者を的確に確保できるうえ、法令遵守及
び秘密保持ができるなど本業務委託の執行可能な
体制を有している県内団体は、公益財団法人三重県
建設技術センターしかない。また、当該センターは発
注者支援の資格を有し、「施工体制の確保に関する
推進協議会」において公共工事発注者支援機関に
認定されている。
　よって本業務については、地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号により随意契約とした。

無
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年度 所属名 見積日 工事（委託）名 工事（委託）概要 見積業者数 契約締結日 契約業者名 契約業者の所在 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約によることとした理由
審査会の

有無
備考

26
下水道建

設課
H26.6.20

公共下水道台帳用施設平面
図作成業務委託

新設管渠情報データ作成
公共汚水桝データ作成
下水道区域データ作成
維持管理情報データ作成

1 H26.6.25
株式会社
パスコ三重支店

津市栄町三丁
目２２２番地

17,625,600 15,120,000

松阪市統合型GISを作成・整備を行っている株式会
社パスコ以外の業者では、既存のシステム及びデー
タの整合性などによる新たな作業が必要となり、そ
の際のデータエラーの混入やシステムの不具合等
の責任所在が不明確になるなど、運用上支障をきた
す問題が発生することが考えられ、経費的にも作業
時間が増大し余分な経費が必要となる。これらの事
から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及
び第6号により随意契約とした。

有

26
下水道建

設課
H26.7.15

松阪市公共下水道事業 松阪
第１処理分区 g61号線公共
汚水桝取付管渠調査業務委
託

地下埋設物堀削確認作業
　　　　　　　　　　　１箇所

1 H26.7.18
高橋建設
有限会社

松阪市大口町
350番地3

615,600 615,600

業務内容は、郷津町の一角地の店舗計画による公
共下水道への接続に関する問合せに対し、接続する
隣接道路敷には、ガス、水道等の占用物件が埋設さ
れており、埋設物の深さによっては下水道引込管の
支障となり、正確な埋設位置の確認が必要である。
また、建設店舗の設計中であり、公共下水道の利用
の可否によって、排水対策の見直しが必要なため、
早急な回答が必要である。そこで、現場の近隣に事
務所があり、現場近くで水道工事、公共汚水桝を設
置した実績もあり現場状況にも精通していることか
ら、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
り随意契約とした。

無

26
下水道建

設課
H26.8.1

中川西部・東部排水機場除
草業務委託

除草業務 A= 2680㎡ 1 H26.8.6
東海メンテナンス
株式会社

津市栄町3丁
目257番地

871,560 748,440

業務内容が排水機場の地上部だけでなく、調整池の
水面を下げての作業があり、調整池内は人力による
作業となることから、断続的なポンプ運転の連動が
必要となる。ポンプの運転は、運転管理業務委託を
受託している東海メンテナンス株式会社が常時行っ
ており他の業者ではできない。よって、作業を円滑で
安全に進めるため、地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号により随意契約とした。

無
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年度 所属名 見積日 工事（委託）名 工事（委託）概要 見積業者数 契約締結日 契約業者名 契約業者の所在 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約によることとした理由
審査会の

有無
備考

26
下水道建

設課
H26.11.17

中川東部排水機場№2エンジ
ン点検整備工事

中川東部排水機場№2エン
ジン点検整備　　１式

1 H26.11.20
三菱重工エンジン
システム株式会社
中部支店

名古屋市中区
丸の内三丁目
２１番２５号

10,784,880 8,964,000

点検整備を行う№2エンジンは、三菱重工エンジンシ
ステム株式会社中部支社が機器の診断や点検、修
繕等に携っている。このことから、分解整備点検につ
いて確実な対応ができ、現場の状況、知識等に精通
し、また施工後のメンテナンス面からも責任の追及が
最も明らかとなることから、地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号により随意契約とした。

有

26
下水道建

設課
H26.11.20

松阪市公共下水道事業
百々川第６排水区　百々川４
号雨水幹線管渠測量業務委
託

用地測量業務
　４級基準点測量　N= 3点
　復元測量　A= 0.01ｈａ

1 H26.11.25
株式会社　松阪コ
ンサルタント

松阪市下村町
９１８番地の1

569,160 486,000

当業務は、百々川４号雨水幹線用地として買収した
土地の境界線を復元するものである。境界線を復元
するために、近傍の既設基準点から、復元箇所付近
に新たに基準点を設置したうえ、境界点を復元する。
この用地買収は、平成９年度に実施した用地測量成
果をもとに行われているが、長期間経過していること
から、当時に設置した基準点や境界点が消失してい
る。基準点を復元するには、当時の座標系による基
準点をもとに測量する必要があるが、その基準点は
大平尾町の国道２３号線沿いにあり、その基準点を
既知点として作業をすると費用が高額になる。しか
し、復元箇所周辺には平成９年度当時に行った用地
測量の作業上設置した補足点等が残っており、それ
らを利用すれば、比較的小さい作業範囲で、当時の
座標系による基準点や境界点を復元することが可能
である。そこで平成９年度の用地測量を実施した業
者と委託することが、費用面において有利となること
から、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に
より随意契約とした。

無

26
下水道建

設課
H26.12.3

宮町ポンプ場№2エンジン・大
口ポンプ場№1エンジンＥ点
検整備工事

宮町ポンプ場№2エンジン
Ｅ点検整備　1式
大口ポンプ場№1エンジン
Ｅ点検整備　1式

1 H26.12.8
松岡産業株式会
社

名古屋市中村
区名駅四丁目
10番18号

4,875,120 4,806,000

当工事は、ポンプ場のエンジンを工場搬入して分解
点検整備を行い消耗部品等の交換をするものであ
る。今回、点検整備を行う宮町ポンプ場Ｎｏ．２エンジ
ンと大口ポンプ場Ｎｏ．１エンジンＥの機器の診断や
点検、修繕等に携わってきており、点検整備につい
て密接不可分な関係にあり、又、施工完了後のメン
テナンスの面から責任の追及が明らかとなることか
ら、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
り随意契約とした。

無
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年度 所属名 見積日 工事（委託）名 工事（委託）概要 見積業者数 契約締結日 契約業者名 契約業者の所在 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約によることとした理由
審査会の

有無
備考

26
下水道建

設課
H27.1.28

下水道管渠維持管理業務委
託（管清掃）

管渠内清掃工
高圧洗浄車清掃工
φ 150mm　L=　1317.43ｍ
φ 200mm　L=　 822.60ｍ
φ 250mm　L=　 347.03ｍ

1 H27.2.2
松阪環境事業
協働組合

松阪市垣鼻町
898番地6

1,659,960 1,425,600

供用開始以後の堆積土砂および、各家庭や飲食店
から流れ込んでしまった油塊や異物を取り除き、下
水道管渠の詰まりを未然に防ぐための清掃業務であ
り、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法に基づき、平成２２年8
月23日に合理化事業計画及び事業転換計画確認の
調印が行われたことから、地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号により随意契約とした。

無
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